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指定短期入所生活介護施設 蓬莱荘重要事項説明書 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（徳島県指定 第 ３６７１６０００１７号） 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となり

ます。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

 

 

◇◆目次◆◇ 

 １．事業所経営法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ２．事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 ３．職員の配置状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ４．当事業所が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・・・５ 

 ５．個人情報の取り扱いと守秘義務・・・・・・・・・・・・・・・８ 

６．サービス提供中における事故発生時の対応・・・・・・・・・１０ 

７．非常災害対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

８．苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

９．当事業所ご利用の際にご留意いただく事項・・・・・・・・・１１ 

 

 

１．事業所経営法人 

（1）法人名            社会福祉法人 蓬莱会 

 

（2）法人所在地         徳島県阿波市北整理１番地１ 

 

（3）電話番号           ０８８３－３５－６０８５ 

 

（4）代表者氏名        理事長  大 塚 忠 廣 

 

（5）設立年月          昭和５４年１０月２２日 
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２．事業所の概要 

（1）事業所の種類    指定短期入所生活介護施設・平成１２年 ２月２９日指定 

            徳島県 第 ３６７１６０００１７号 

                      ※当事業所は「特別養護老人ホーム蓬莱荘」に併設されています。 

（2）事業所の目的      指定短期入所生活介護は､介護保険法令に従い､ご契約者（利用者)が､そ

の有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援することを目的として､ご契約者に､日常生活を営むために必要

な居室および共用施設等をご利用いただき､短期入所生活介護サービス

を提供します。 

（3）事業所の名称    特別養護老人ホーム蓬莱荘  

（4）事業所の所在地   徳島県阿波市北整理１番地１ 

（5）電話番号         ０８８３－３５－６０８５       

（6）施設長氏名     三 宅 成 

（7）当事業所の運営方針  

１ 事業所は、短期入所生活介護計画に基づき、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に 

資するよう、認知症の状況、利用者の心身の状況を踏まえて、入浴、排泄、食事の介護、 

その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。 

    ２ 事業所は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 

    ３ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、 

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、その他の保健・医療・福祉 

サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

    ４ 事業所の職員は、知識・技術・接遇等の研修を行い資質向上に努める。  

（8）開設年月日     昭和６１年 ３月 ３日 

（9）営業日及び営業時間 

 営業日                       年中無休 

 受付時間 月～金   ９時～１８時  土・日・祝日 ９時～１８時 

 

（10）利用定員    １９人 

（11）居室の概要 

当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、１人部屋（従来型個室）

と２人部屋（多床室）があります。他の種類の居室への入居をご希望される場合は、その旨お申し

出下さい。（ただし、ご利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に添えない場合もあり

ます。） 

 

居室・設備の種類       室数                      備考 

 個室（１人部屋） １室  

  ２人部屋  ９室  ※多床室 

  ４人部屋  ０室  ※多床室 

   ３人部屋 ０室  

   合  計 １０室  

     食堂 １室  
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  機能訓練室 １室 〔主な設置機器〕 歩行補助平行棒 滑車      

肩関節輪転運動器 昇降練習用階段 ﾎｯﾄﾏｸﾞﾅｰ等 

     浴室 １室 一般浴槽・座位式浴槽・特殊浴槽 

    医務室 １室  

    面接室 １室  

    静養室 １室  

  ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられてい

る施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご利用者に特別にご負担いただく費

用はありません。 

☆居室の変更：ご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により

事業所でその可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況、他の利用者の心身状態の急

変等により居室を変更する場合があります。その際には、ご利用者やご家族等と協議のうえ

決定するものとします。 

 

３．職員の配置状況     

当事業所では、ご利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉※職員配置については、指定基準を遵守しています。 

（特別養護老人ホームとの兼務） 

従業者の職種 

 

員数 

 

区分 常勤換算後 

の人員 

指定基準 

 

保有資格 

 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １   １     １ １（常勤） 社会福祉主事 

介護支援専門員 

医師 

(健康管理及び療養

指導を行います) 

   １   必要な数（非常勤可 

） 

医師免許 

生活相談員 

（ご利用者の日常

生活上の相談に応

じ、適宜生活支援

を行います） 

 

 

 

 

 

１ 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

  １以上 

 

 

入所者数が１００ま 

たはその端数を増す 

ごとに１以上（常勤 

） 

社会福祉士 

介護支援専門員 

介護職員 

（日常生活上の介

護並びに健康保持

のための相談・助

言等を行います） 

 

 

 

 

２４ 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４以上 

 

 

 

介護職員と看護職員 

の総数は、常勤換算 

方法で入所者の数が 

３またはその端数を 

増すごとに１以上。 

介護福祉士 

介護支援専門

員    等 
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看護職員 

（主にご利用者の

健康管理や療養上

の世話を行います

が、日常生活上の介

護、介助も行いま

す） 

  ３ 

以上 

    ３ １人以上は常勤。 

①入所者３０未満… 

常勤換算方法で１以 

上 

②入所者３０以上５ 

０未満…常勤換算方 

法で２以上 

看護師免許 

准看護師免許 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③入所者５０以上１ 

３０未満…常勤換算 

方法で３以上 

④入所者１３０以上 

…常勤換算方法で、 

３に、入所者数が１ 

３０を超えて５０ま 

たはその端数を増す 

ごとに１を加えて得 

た数以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理栄養士 

（利用者の栄養や

身体の状況・嗜好を

考慮した献立及び

調理指導を行いま

す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１以上（ただし、入 

所定員が４０人を超 

えない施設にあたっ 

ては、他の社会福祉 

施設等の栄養士との 

連携を図ることによ 

り当該指定介護老人 

福祉施設の効果的な 

運営を期待すること 

ができる場合であっ 

て、入所者の処遇に 

支障がないときは配 

置しないことができ 

る。） 

管理栄養士免許  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能訓練指導員 

（機能訓練を担当

します） 

  

 

１ 

以上 

   

 

  １ １以上 准看護師免許 

理学療法士 

作業療法士 

介護支援専門員 

（施設サービス計

画＜ｹｱﾌﾟﾗﾝ＞を作

成します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 

 

 

 

１以上（入所者数が 

１００またはその端 

数を増すごとに１を 

標準とする。）常勤。 

介護支援専門

員 
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〈主な職種の勤務体制〉 

           職種               勤 務 体 制 

１．医師 月・水・金曜日 １０：００～１２：３０ 

２．介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ９：００～１８：００ １１名 

夜間：１８：００～ ９：００  ３名 

３．看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ９：００～１８：００  ３名 

４．機能訓練指導員 月～金曜日 ９：００～１７：００  

                    ☆土日は上記と異なります。 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合 

 があります。 

 

（１）当事業所が提供する基準介護サービス（介護給付サービス）（契約書第４条参照） 

  以下のサービスについては、滞在費、食費を除き通常９割が介護保険から給付されます。 

 

〈サービスの概要〉 

①居室の提供 

②食事 

  ・当事業所では、管理栄養士を配置し、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用

者の体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

  ・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

   （食事時間） 

    朝食： ８：００～ ８：４５  

    昼食：１２：００～１２：４５   

    夕食：１８：００～１８：４５ 

 ③入浴                                

   ・入浴又は清拭を原則として週２回行います。 

   ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

 ④排泄 

  ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ⑤機能訓練 

  ・機能訓練指導員等により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機

能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑥健康管理 

  ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 
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⑦その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

  ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

  ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

〈介護給付サービスの利用料金（１日あたり）〉（契約書第９条参照） 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除

いた金額（自己負担額）と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。（サービスの

利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

■多床室利用の場合  

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.ご契約者の要 

介護度とｻｰﾋﾞｽ 

利用料金 

４，５１０ 

   円 

５，６１０

円 

６，０３０ 

円 

６，７２０ 

円 

７，４５０ 

    円 

８，１５０

円 

８ ， ８ ４ ０ 

円 

2.うち、介護保 

険から給付され 

る金額 

４，０５９ 

    円       

５，０４９ 

       円 

５，４２７ 

    円 

６，０４８ 

    円 

６，７０５ 

    円 

７，３３５    

円 

７，９５６ 

    円 

3.ｻｰﾋﾞｽ利用者 

に係る自己負担 

額(1-2) 

４ ５ １ 

円 

５ ６ １ 

円 

６ ０ ３ 

円 

６ ７ ２ 

円 

７ ４ ５  

円 

８ １ ５  

円 

８ ８ ４   

円 

※上記の介護度別の金額に加えて、サービスの利用状況により、下記のサービス提供体制

における加算が生じます。 

 

〈その他介護給付サービスの加算(１日あたり）〉☆サービス提供体制における加算 

加 算 加 算 条 件 加 算 金 額 

機能訓練体制加算 機能訓練指導員を配置している場合 １２単位(円)を加算 

短期入所生活介護送迎加算 送迎が行われた場合（片道） １８４単位(円)を加算 

短期生活ｻｰﾋﾞｽ提供体制強

化加算Ⅰ 

介護福祉士が８０％以上。又は勤続年数

十年以上の介護福祉士の割合が３５％

以上配置されている場合。 

２２単位(円)を加算 

短期生活ｻｰﾋﾞｽ提供体制強

化加算Ⅱ 

介護福祉士が６０％以上配置されてい

る場合 

１８単位(円)を加算 

短期生活ｻｰﾋﾞｽ提供体制強

化加算Ⅲ 

介護福祉士が５０％以上。 

看護・介護職員の総数のうち常勤職員の

占める割合が７５％以上。 

職員総数のうち、勤続年数３年以上の者

の占める割合が３０％以上である場合 

 

６単位(円)を加算 

短期生活介護夜勤職員配置

加算 

夜勤時間帯において介護・看護職員の配

置人数を基準よりも多く配置している 

１３単位(円)を加算 
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認知症行動・心理症状緊急

対応加算 

医師が、認知症の行動・心理症状が認め

られ在宅での生活が困難であり、緊急に

指定短期入所生活介護を利用すること

が適当であると判断し短期入所生活介

護を行った場合 

２００単位(円)を加算 

(利用開始から７日間を 

限度とする) 

若年性認知症利用者受入加

算 

若年性認知症利用者の受入を行った場

合 

１２０単位(円)を加算 

緊急受入加算 

 

居宅サービス計画において計画的に行

うことになっていない短期入所生活介

護を緊急に行った場合 

９０単位(円)を加算 

(行った日から７日間 

を限度とする) 

長期利用者提供減算 自費利用を挟み同一事業所を連続３０

日を超えて利用している場合 

３０単位(円)を減算 

 

短期生活看護体制加算Ⅰ 

 

常勤正看護師を1名以上配置している ４単位(円)を加算 

 

短期生活看護体制加算Ⅱ 常勤正看護師を1名以上配置し、協力病

院との24時間連携体制を確保している

場合 

８単位(円)を加算 

短期生活看護体制加算Ⅲ 看護体制加算Ⅰの要件を満たし、利用者

のうち要介護３以上の利用者を７０％

以上受け入れている場合 

１２単位(円)を加算 

短期生活看護体制加算Ⅳ 看護体制加算Ⅱの要件を満たし、利用者

のうち要介護３以上の利用者を７０％

以上受け入れている場合 

２３単位(円)を加算 

認知症専門ケア加算Ⅰ 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者

を対象とし、認知症介護実践リーダー研

修受講者を一定割合以上配置している

場合 

３単位(円)を加算 

 

認知症専門ケア加算Ⅱ 認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、

認知症介護指導者研修修了者を1名以上

配置している場合 

４単位(円)を加算 

生活機能向上連携加算Ⅰ 外部リハビリテーション専門職等と連

携し、共同で計画・機能訓練を実施する

場合 

１００単位(円)加算 

(3か月に1回を限度 

として1月につき) 

生活機能向上連携加算Ⅱ 外部リハビリテーション専門職等と連

携し、共同で計画・機能訓練を実施する

場合 

２００単位(円)加算 

(1か月につき) 
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生産性向上推進体制加算Ⅰ 生産性向上推進体制加算Ⅱの要件を満たし、

データにより業務改善の取り組みによる成

果が確認され、見守り機器等のテクノロジー

が複数導入されている場合 

１００単位(円)を加算 

(1か月につき) 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 委員会を開催や必要な安全対策を講じ

た上で、見守り機器等のテクノロジーを

１つ以上導入している場合 

１０単位(円)を加算 

(1か月につき) 

口腔連携強化加算 相談体制を確保し、歯科医療機関及び介

護支援専門員に対し、評価結果を情報提

供した場合 

５０単位(円)を加算 

（１か月に１回限り） 

療養食加算 医師の指示に基づく療養食を提供した

場合 

８単位(円)を加算 

在宅中重度者受入加算 居宅にて訪問看護を利用している利用

者が短期入所介護利用中に利用してい

た訪問看護事業所から健康上の管理等

を行わせた場合 

イ 看護体制Ⅰを算定 

４２１単位(円)加算 

ロ 看護体制Ⅱを算定 

４１７単位(円)加算 

ハ 看護体制Ⅰ・Ⅱを算定 

４１３単位(円)加算 

ニ 看護体制加算なし 

４２５単位(円)加算 

看取り連携体制加算 一定の看護職員を配置し、２４時間連絡

できる体制を確保し、利用開始の際に利

用者・家族らに対応方針を説明し、同意

を得ている場合 

６４単位(円)を加算 

(死亡日と死亡日前のう

ち７日を限度とる) 

個別機能訓練加算 専従の機能訓練指導員を配置・個別機能訓練

計画を作成し、計画に基づき理学療法士、作

業療法士等が機能訓練を適切に提供されて

いる場合 

５６単位(円)を加算 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 都道府県に届け出た指定介護福祉施設

が入所者に対し、指定介護老人福祉施設

サービスを行った場合 

サービス総単位の 

１０００/１４０単位 
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☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者が保

険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交

付します。 

 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者

の負担額を変更します。  

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

  以下のサービスは､利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

 〈サービスの概要と利用料金〉   

 

①食事の提供に要する費用（食費：食材料費及び調理費） 

  利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

  実費相当額の範囲内にて負担して頂きます。ただし、『介護保険負担限度額認定証』の発行を 

受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額(１日あたり)のご負担とな 

ります。 

 通 常 

(第４段階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

食事の提供に

要する費用 

１日 

１，４４５円 

朝食３５０円 

昼食６００円 

夕食４９５円 

１日 

 ３００円 

１日 

 ６００円 

１日 

１，０００円  

１日 

１，３００円 

 

※利用開始日・終了日については、食事をされた分だけの徴収となりますが、中日については、 

１日分の金額を徴収いたします。 

  

②滞在に要する費用（滞在費：光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

  この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱水費相当額、 

個室利用の方には光熱水費相当額及び室料（建物設備等の減価償却費等）を、ご負担して 

頂きます。ただし、『介護保険負担限度額認定証』の発行を受けている方につきましては、 

その認定証に記載された居住費の金額(１日あたり)のご負担となります。 

  

滞在に要する

費用 

通 常 

(第４段階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

多床室 

(２．４人室) 

１日 

９５０円 

１日 

 ０円 

１日 

 ４３０円 

１日 

４３０円  

1 日 

４３０円 

従来型個室 

(特養等) 

1 日 

１，２７０円 

1 日 

 ３８０円 

1 日 

 ４８０円 

1 日 

 ８８０円 

１日 

 ８８０円 
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③特別な食事（行事食） 

   当施設では、食を楽しむことを目的とした行事食（お誕生会会食など）を実施しております。

その際、ご利用者のご希望に基づいて行事食の提供をいたします。＜月に３回程度＞ 

    利用料金：実費相当額 （３５０円程度） 

★上記『食事の提供に要する費用』とは別に必要となります。 

  

④理髪・美容 

  [理髪・美容サービス] 

  理容師・美容師の出張による理髪サービス（調髪､顔剃､洗髪）をご利用になる場合、自己負担

にてご利用いただけます。 

 

⑤レクリエーション、教養娯楽、クラブ活動 

    ご契約者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加していただくことができます。 

   利用料金：材料代等の実費をいただきます。  

 

⑥複写物の交付 

   ご契約者は､サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが､複写物を必要とする場

合には実費をご負担いただきます。 

   １枚につき   ２０円 

 

⑦日常生活上必要となる諸費用実費 

  日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負担いただくことが適

当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

   おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

  ○個別電気製品電気代 

   １日につき  ５０円  ＜利用者が個別に持ち込まれ使用される電気製品１品につき＞ 

 

(３)利用料金のお支払い方法（契約書第９条参照） 

 前記(１)､(２)の料金・費用は、サービス利用終了時に、ご利用期間分の合計金額を現金でお支払

い下さい。 

 

(４)利用の中止、変更、追加（契約書第１０条参照） 

 ○利用予定期間の前に､ご契約者の都合により､短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変

更､もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日

前日までに事業者に申し出てください。 

  ○利用予定日の前日までに申し出がなく､当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料

として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由

がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合    当日の利用料金の１０％ 

      （自己負担相当額） 
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○サービス利用の変更・追加の申し出に対して､事業所の稼働状況により契約者の希望する期間に 

サービスの提供ができない場合､他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 ○ご契約者がサービスを利用している期間中でも､利用を中止することができます。その場合､す

でに実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

５．個人情報の取り扱いと守秘義務（契約書第１３条参照） 

  事業所及びサービス従事者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利

用者の求めに応じてその内容を開示します。サービスの提供にあたって、知り得たご利用者また

は契約者に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は本契約が終

了した後も継続します。ただし、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に

利用者に関する心身等の情報を提供します。 

  その他、サービス利用者に対して提供する介護サービスがより妥当適切なものとなるよう、指

定短期入所生活介護サービスの契約期間中に限り、ご利用者の個人情報をサービス担当者会議等

において用いることがあります。 

個人情報の利用目的としては、以下のものがあります。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．事業所内部での利用目的 

  ①事業所が利用者等に提供する介護サービス 

   ・利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実 

施するサービス担当者会議での情報提供のため 

・利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のあ

る場合 

   ・その他サービス提供で必要な場合 

  ・上記各項に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 ②介護保険事務  

③介護サービスの利用にかかる事業所の管理運営業務のうち次のもの 

  ・入退所等の管理 

  ・会計、経理 

  ・介護事故、緊急時等の報告 

  ・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

 ２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

  ①事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

・医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その 

他社会福祉団体等との連絡調整のため 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との連 

携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

  ・その他の業務委託 

  ・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

  ・行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

・家族等への心身の状況説明 
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 ②介護保険事務のうち 

  ・保険事務への委託（一部委託含む） 

  ・審査支払い機関へのレセプトの提出 

  ・審査支払い機関又は保検者からの照会への回答 

② 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

 １．事業所内部での利用に係る利用目的 

   ①事業所の管理運営業務のうち次のもの 

   ・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

   ・事業所等において行われる学生等への実習への協力 

   ・事業所において行われる事例研究等 

  

 ２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

    ①事業所の管理運営業務のうち 

    ・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

６．サービス提供中における事故発生時の対応 

（契約書第１６条・１７条・１８条） 

事業所は、利用者に対するサービスの実施にともなって事故が発生した場合は、速やかに契約

者及び関係者(当該保険者及び担当居宅介護支援事業者)に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。 

事業所は、自己の責に帰すべき事由により契約者又は利用者に生じた損害に備えて、損害賠償

保険に加入しています。 

ただし、契約者又は利用者に利用者に過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状

況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。 

 

７．非常災害への対応 （契約書第１２条参照） 

事業所は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者に対し 

 て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 
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８．苦情の受付について 

 

（１）当事業所における苦情の受付（契約書第 25 条参照） 

  当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

     ○苦情解決責任者  施設長 三宅 成 

     ○苦情受付窓口（担当者）          ○受付時間 毎週 月曜日～金曜日 

      〔職名〕生活相談員   丸岡 優一          ９：００～１８：００ 

          生活相談員   富﨑 結真 

                    統括主任    野崎 麻紀 

     ○連絡先電話番号 ： ０８８３－３５－６０８５ 

     ○御意見箱 ： 苦情受付のための「ご意見箱」を玄関正面に設置しております。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

徳島県国民健康保険団

体連合会 介護保険課 

介護サービス苦情処理

委員会 

所在地：徳島県徳島市川内町平石若松７８－１ 

苦情専用番号：０８８－６６５－７２０５ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８８－６６６－０２２８ 

阿波市 

介護保険課 

所在地：徳島県阿波市市場町切幡字古田２０１番地１ 

電話番号：０８８３－３６－６８１４  

Ｆ Ａ Ｘ：０８８３－２６－６０５４ 

美馬市 

長寿・障がい福祉課 

所在地：徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地 

電話番号：０８８３－５２－５６０５  

Ｆ Ａ Ｘ：０８８３－２５－１１９７ 

吉野川市 

介護保険課 

所在地：徳島県吉野川市鴨島町鴨島１１５番地 

電話番号：０８８３－２２－２２６４  

Ｆ Ａ Ｘ：０８８３－２２－２２６０ 

徳島県社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

所在地：徳島県徳島市中昭和町１丁目２番地 

   （県立総合福祉センター３Ｆ）  

電話番号：０８８－６１１－９９８８  

Ｆ Ａ Ｘ：０８８－６１１－９９９５ 
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９.当事業所ご利用の際にご留意いただく事項 

 

当事業所のご利用にあたって、事業所に入居されている利用者の共同生活の場としての快適性、 

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

 

来訪・面会 

○来訪者は、面会時間を遵守してください。 

なお、来訪される場合、お餅や飴等の食べ物の持ち込みについては、職

員に一度ご相談下さい。面会時間（朝８：００～夜８：００）。 

施設・設備の使用上の注

意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してくださ

い。 

○故意に、又はわずかな注意を払えばさけられたにもかかわらず、施設、

設備を壊したり、汚した場合には、ご利用者に自己負担により原状に復し

ていただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要が

あると認められる場合には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を

とることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の

保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政

治活動、営利活動を行うことはできません。 

喫煙・飲酒 

○事業所内の指定喫煙場所以外での喫煙はできません。 

また、マッチ・ライター等の火器類につきましては、居室内への持ち込みを

お断りいたします。保管管理は職員がさせて頂きます。 

○飲酒につきましては、職員にご相談下さい。 

動物飼育 事業所内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。 

 

 

所持品及び現金等の管

理 

○所持品については、紛失予防のため、全てのものに氏名を記載して下

さい。 

○居室内での現金・貴重品の管理については、個人の責任において行っ

て下さい。紛失の場合、当事業所では責任を負いかねます。 

○居室外での貴重品の管理については職員にご相談下さい。 
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 令和  年  月  日 

 

 指定短期入所生活介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 特別養護老人ホーム蓬莱荘 短期入所生活介護施設 

 説明者職名  生活相談員        氏名             印 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サービスの提

供開始に同意いたしました。 

尚、事業者から個人情報の取り扱いに関する説明を受け、指定短期入所生活介護サービス提供の

契約期間において下記利用者及び契約者・家族の個人情報を、その利用目的の必要範囲内で使用、

提供、または収集することに同意します。 

 

 

 

                                令和  年  月  日 

ご利用者 〒番号（    ―    ） 

 

住所                                 

 

氏名                    印  

 

電話番号                           

 

 

 

ご契約者（身元引受人） 

 

〒番号（    ―    ） 

 

住所                                 

 

氏名                    印   続柄（    ） 

 

電話番号                           
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※この重要事項説明書は､厚生省令第37号(平成11年3月31日)第125条の規定に基づき､利用申込者ま

たはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

※平成１７年１０月からの介護保険施設における利用者負担の見直し（介護報酬の改定） 

に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成１８年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成２１年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成２４年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成２４年１０月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成２６年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております 

※平成２７年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成２７年 ８月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成２８年 ７月から内容を一部変更しております。 

※平成２９年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※平成３０年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 １年１０月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ３年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ３年 ８月からの運営規定改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ４年１０月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ５年 ７月から施設長新任、担当者変更に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ６年 ３月から徳島県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情専用ダイヤル設置に伴い、 

 内容を一部変更しております。 

※令和 ６年 ４月からの介護報酬改定に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ６年 ６月からの介護職員処遇改善加算の変更に伴い、内容を一部変更しております。 

※令和 ６年 ８月からの居住費の変更に伴い、内容を一部変更しております。 
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サービス提供開始同意書 

 

 

私は、「重要事項説明書」に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生

活介護サービスの提供開始に同意いたしました。 

 

（個人情報の共有・提供に対しての同意） 

私は、サービス利用者に対して提供される介護サービスがより妥当適切なものとなるよう、

指定短期入所生活介護サービスの契約期間中に限り、ケアプラザ美馬の職員が私の個人情

報をサービス担当者会議等において用いることに同意します。 

 

ご利用者 

 

〒番号（    ―    ） 

 

住所                                 

 

氏名                    印  

 

電話番号                           

 

 

ご契約者（身元引受人） 

 

 

〒番号（    ―    ） 

 

住所                                 

 

氏名                    印   続柄（    ） 

 

電話番号                           
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